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(ホ )～5月20日 (土 )

交通ルールを守って、交通事故をゼロにしよう。

始まりました
わたなベ

渡追

と申します。

この春から駐在所で勤務が ヘルメット着用努力義務

改正内容

令和 5年 4月 1日施行

道路交通法第63条の11
新 第 1項

自転車の運転手は、乗用車ヘルメットをか

ぶるよう努めなければならない。

新 第2項

自転車の運転手は、他人を当該自転車に乗

車させるときは、当該他人に乗用車ヘル

メットをかぶらせるよう努めなければなら

ない。

ゆうや

祐也

よろしくお願いします。

0ここもを勝じめとする歩行者の安全の確保

・歩行者も交通ルールを守ろう 1

・地域・家庭で通学路等の安全を確かめよう !

0横断歩術者事故の賄止こ安全運転意識の向上

。横断歩道は歩行者優先 !

・飲酒運転を絶対にしない !させない !

0自転車のへ′Lメット着日こ交通′L―′L願守の徹底

・自転車利用者はヘルメット着用 !
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春の全国交通安全運動


